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〔
商
法
　
二
七
九
〕
　
有
限
会
社
の
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
と
会
社
に
現
存
す
る
純
資
産

〔
判
示
事
項
〕

　
有
限
会
社
が
、
金
融
機
関
よ
り
資
金
を
借
り
受
け
、
同
有
限
会
社
取
締

役
の
土
地
購
入
に
際
し
て
、
右
資
金
を
同
取
締
役
に
融
通
し
、
そ
の
上
、

有
限
会
社
が
同
取
締
役
よ
り
右
土
地
を
本
店
建
物
敷
地
と
し
て
賃
貸
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
賃
料
と
右
融
資
金
の
利
息
を
同
額
と
し
相
殺
し
、

さ
ら
に
、
有
限
会
社
の
土
地
使
用
期
間
中
は
右
融
資
金
元
本
の
返
済
が
猶

予
さ
れ
る
と
の
事
情
の
も
と
で
は
、
右
融
資
金
は
、
有
限
会
社
法
六
七
条

二
項
に
い
う
資
産
に
は
含
ま
れ
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
有
限
会
社
法
六
七
条
二
項

〔
事
　
実
〕

　
X
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
X
ほ
か
五
名
に
よ
る
本
件
申
請
に
よ
れ
ば
、

本
件
X
会
社
は
、
昭
和
五
二
年
三
月
一
八
日
に
設
立
さ
れ
た
資
本
総
額
金

一
千
四
百
万
円
の
有
限
会
社
で
あ
り
、
X
会
社
は
、
昭
和
五
六
年
七
月
一

（
灘
麩
蹄
繋
豫
驚
朝
篶
）

九
日
開
催
の
社
員
総
会
に
お
い
て
、
総
社
員
一
致
に
よ
る
決
議
を
も
っ
て
、

株
式
会
社
へ
組
織
変
更
し
た
。
本
件
申
請
に
よ
れ
ぽ
、
右
株
式
会
社
は
、

組
織
変
更
に
際
し
て
、
一
株
額
面
五
〇
〇
円
の
株
式
二
万
八
千
株
を
発
行

価
額
五
〇
〇
円
で
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
右
組
織
変
更
決
議
時

点
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
よ
る
会
社
に
現
存
す
る
純
資
産
額
は
、
一
千

五
百
六
三
万
七
千
七
〇
円
で
あ
っ
た
。
X
会
社
は
、
債
権
者
異
議
手
続
に

基
づ
く
異
議
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
申
請
し

た
。　

裁
判
所
の
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
、
「
X
会
社
は
、
昭
和
五
六
年
七
月
哺

九
目
の
社
員
総
会
に
お
い
て
、
組
織
変
更
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
の
発

行
価
額
の
総
額
を
…
…
金
一
、
四
〇
〇
万
円
と
し
、
株
式
会
社
に
組
織
変

更
す
る
旨
の
決
議
を
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
右
同
日
現
在
の
X
会

社
の
貸
借
対
照
表
に
よ
る
と
、
資
産
の
部
土
地
項
目
に
金
一
、
四
〇
〇
万

円
と
あ
る
が
、
訴
外
A
の
鑑
定
書
に
よ
る
と
、
X
会
社
の
右
同
日
現
在
の
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純
資
産
総
額
は
金
一
、
五
六
三
万
七
、
〇
七
〇
円
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

そ
の
資
産
の
う
ち
X
取
締
役
に
対
す
る
貸
付
金
一
、
四
九
〇
万
円
が
含
ま

れ
る
と
し
て
い
る
が
、
右
貸
付
金
は
右
貸
借
対
照
表
の
土
地
項
目
に
該
当

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
《
証
拠
略
V
に
よ
れ
ば
、
昭

和
五
三
年
七
月
一
四
日
X
会
社
は
、
訴
外
B
信
用
金
庫
か
ら
の
借
入
金
の

う
ち
か
ら
…
…
二
階
建
居
宅
を
X
会
社
本
店
と
し
て
購
入
し
た
他
、
そ
の

余
の
金
一
、
四
〇
〇
万
円
を
同
家
屋
の
敷
地
（
…
…
宅
地
一
九
五
．
三
〇
平

方
米
）
を
瓦
が
購
入
す
る
に
際
し
て
同
人
に
右
同
日
貸
付
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
貸
付
の
条
件
は
貸
付
金
利
は
訴
外
B
信
用
金
庫
の
貸
付
利

率
と
同
率
と
し
、
利
息
は
同
土
地
の
借
地
料
と
相
殺
し
、
貸
付
金
元
本
の

返
済
は
X
会
社
の
土
地
使
用
期
問
中
猶
予
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と

さ
れ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
申
請
却
下
．

一
、
「
有
限
会
社
法
六
七
条
第
二
項
は
、
有
限
会
社
を
株
式
会
社
に
組
織
変

更
す
る
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
の
発
行
価
額
の
総
額
は
会
社
に
現
存
す

る
純
資
産
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は

こ
れ
を
認
め
る
と
設
立
の
当
初
か
ら
資
本
に
欠
損
の
あ
る
株
式
会
社
を
認

め
る
こ
と
に
な
り
資
本
充
実
の
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
．
」

二
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
土
地
は
ど
の
よ
う
に
解
し
て
も
X
個

人
の
所
有
地
で
あ
っ
て
X
会
社
の
所
有
と
考
え
ら
れ
る
余
地
は
な
い
が
、

さ
り
と
て
同
人
に
対
す
る
」
本
件
融
資
金
が
「
右
土
地
購
入
の
為
の
貸
付

金
と
考
え
て
も
、
右
貸
付
の
条
件
は
X
会
社
の
存
続
中
は
貸
金
元
本
の
返

済
を
し
な
い
旨
の
定
め
で
あ
る
か
ら
殆
ん
ど
X
会
社
の
資
産
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
ず
、
株
式
会
社
の
よ
う
な
物
的
会
社
に
あ
っ
て
は
会
社
債
権
老

の
引
き
当
て
と
す
る
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
右
X
に
対
す
る
貸
付
金
一
、
四
〇
〇
万
円
は
右
法
条
の
純
資
産
に

含
ま
れ
る
と
看
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
第
一
点
に
賛
成
、
同
第
二
点
に
疑
問
。

剛
、
有
限
会
社
法
は
、
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
施
行
当
時
に
お
け
る
同
法
六
七
条
二
項
は
．
「
前
項
ノ
場
合
二
於
テ

ハ
会
社
二
現
存
ス
ル
純
財
産
額
ヨ
リ
多
キ
金
額
ヲ
以
テ
払
込
ミ
タ
ル
株
金

額
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
規
定
し
て
お
り
、
現
行
有
限
会
社
法
同
条
同

項
と
は
文
言
に
違
い
示
存
在
す
る
。
有
限
会
社
法
施
行
当
時
の
株
式
会
社

に
お
い
て
は
、
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
株
金
の
分
割
払
込
制
度
が

存
在
し
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
文
言
に
よ
る
規
制
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
田
中
〈
耕
〉
・
改
正
商
法
及
有
限
会
社
法
概
説
三
二
八
頁
、
三
二
九
頁
）
。

そ
し
て
、
有
限
会
社
法
立
法
当
時
の
解
説
書
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
文

言
を
有
す
る
同
法
六
七
条
二
項
の
規
制
目
的
は
、
資
本
充
実
の
原
則
を
貫

徹
す
る
こ
と
に
あ
る
（
奥
野
ほ
か
五
名
・
有
限
会
社
法
釈
義
二
三
頁
は
、
「
之

は
謂
ふ
ま
で
も
な
く
資
本
充
実
の
原
則
か
ら
来
た
制
限
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い

る
）
。

　
有
限
会
社
法
六
七
条
二
項
は
、
そ
の
後
、
昭
和
二
三
年
に
改
正
さ
れ
．

「
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
会
社
二
現
存
ス
ル
純
財
産
額
ヨ
リ
多
キ
金
額
ヲ

以
テ
資
本
ノ
総
額
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
の
文
言
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
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前
述
し
た
株
金
分
割
払
込
制
度
廃
止
に
対
応
し
た
変
更
と
解
さ
れ
る
。

　
更
に
、
有
限
会
社
法
六
七
条
二
項
は
、
昭
和
二
六
年
に
改
正
さ
れ
、
「
前

項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
組
織
変
更
に
際
シ
テ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
発
行
価
格
ノ

総
額
ハ
会
社
二
現
存
ス
ル
純
財
産
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
七
年
の
改
正
で
、
従
来
の
同
条

同
項
に
あ
っ
た
会
社
に
現
存
す
る
「
純
財
産
額
」
の
表
現
が
、
「
純
資
産

額
」
と
変
更
さ
れ
（
こ
の
変
更
が
、
会
社
の
計
算
に
関
す
る
昭
和
三
七
年
の
商
法

改
正
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
田
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
研
究
二
四
〇
号
七
頁
参
照
）
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
七
条
二
項
の
文
言
に
は
変
遷
が
あ
る
が
．
そ
の

規
制
目
的
は
、
現
行
文
言
に
お
い
て
も
、
立
法
当
初
と
変
る
こ
と
な
く
、

資
本
充
実
の
原
則
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
（
西
島
・
注
釈
会
社
法
六
七
条

注
六
〈
九
巻
三
九
八
頁
〉
は
．
「
会
社
に
現
存
す
る
純
資
産
額
を
超
え
て
株
式
を
発
行

し
、
そ
の
発
行
価
格
の
総
額
に
見
合
う
会
社
財
産
が
な
い
よ
う
な
事
態
の
発
生
は
許

さ
れ
な
い
。
け
だ
し
、
こ
れ
を
認
め
る
と
設
立
当
初
か
ら
資
本
に
欠
損
の
あ
る
株
式

会
社
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
資
本
充
実
の
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明

す
る
）
。
従
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
る
と
、
判
旨
第
一
点
に

は
な
ん
の
問
題
も
な
く
、
そ
れ
は
、
妥
当
な
も
の
と
解
さ
れ
る
。

二
．
本
件
X
有
限
会
社
が
．
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
を
受
け
、
そ
の

法
人
格
を
否
定
さ
れ
、
法
人
の
衣
を
は
が
さ
れ
た
X
取
締
役
を
中
心
に
し

て
、
財
産
関
係
が
整
備
さ
れ
る
と
の
事
実
認
定
の
な
い
本
件
の
も
と
に
お

い
て
は
、
判
旨
第
二
点
の
よ
う
に
、
本
件
貸
付
金
を
「
会
社
の
資
産
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
に
は
間
題
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
貸
付
条
件
の
特
異
性
は
別
と
し
て
．
本
件
に
お
い
て
．
融

資
金
は
、
確
実
に
X
会
社
か
ら
X
取
締
役
へ
と
流
れ
こ
ん
で
お
り
、
そ
こ

に
債
権
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
債
権
は
、
確
定
し
た
満
期
目

の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
．
し
か
も
、
実
際
に
は
返
済
の
見
込
み
の
薄
い
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
貸
借
対
照
表
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
で
あ

り
、
そ
の
評
価
額
を
ど
う
す
る
か
と
の
問
題
は
生
ず
る
に
せ
よ
、
そ
の
資

産
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
（
同
旨
、
吉
原
・
本
件
評
釈
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
五
五
号
一
一
四
頁
）
。
も
し
、
判
旨
が
、
取
立
見
込
不
能
の
お

そ
れ
を
考
え
（
商
法
二
八
五
条
ノ
四
第
二
項
）
、
本
件
貸
付
金
の
資
産
性
を
結

果
的
に
否
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
点
の
認
定
が
も
っ
と
詳
細

に
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
本
件
X
取
締
役
は
、
X
会
社
に
本

件
土
地
を
貸
借
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
X
会
社
の
側
か
ら
す
る
と
、

本
件
貸
付
金
を
X
取
締
役
が
X
会
社
に
弁
済
し
な
い
限
り
、
立
ち
退
か
な

い
と
主
張
し
、
X
に
よ
る
本
件
土
地
の
更
地
化
を
遅
延
さ
せ
あ
る
い
は
阻

止
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
か
ら
、
貸
付
金
の
取
立
見
込
み
は
薄
い
と
も

い
い
が
た
い
。

　
有
限
会
社
の
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
場
合
の
裁
判
所
に
よ
る
認
可

に
際
し
て
、
裁
判
所
は
、
提
出
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
や
純
資
産
額
に
関
す

る
鑑
定
書
な
ど
（
制
度
と
手
続
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
三
森
「
有
限
会
社
の
株
式

会
社
へ
の
組
織
変
更
」
創
価
経
営
論
集
二
巻
一
号
四
九
頁
以
下
、
同
「
有
限
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
へ
の
緯
織
変
更
に
つ
い
て
上
下
」
商
事
法
務
八
九
一
号
二
一
頁
以
下
．
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
〔

八
九
四
号
七
九
頁
以
下
に
詳
細
で
あ
る
）
を
た
だ
形
式
的
に
の
み
受
け
入
れ
、

資
本
充
実
を
害
す
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
取
締
役
と
社
員
の
填
補
責
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任
（
有
六
七
条
四
項
）
で
解
決
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
株
式

の
発
行
価
格
の
総
額
が
会
社
の
純
資
産
額
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
「
職
権
ヲ
以
テ
事
実
ノ
探
知
及
ヒ
必
要
ト
認
ム
ル
証
拠
調
」
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
（
非
訟
事
件
手
続
法
一
一
条
参
照
）
．
と
こ
ろ
で
、
判
旨
は
、

本
件
申
請
会
社
の
貸
借
対
照
表
に
資
産
の
部
の
土
地
項
目
の
金
一
千
四
百

万
円
と
あ
る
の
を
鑑
定
書
で
は
貸
付
金
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
の
貸

付
金
は
貸
借
対
照
表
の
土
地
項
目
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
判
旨
は
、
貸
付
金
と
い
う
判
断
を
前
提
と
し
て
結
論
を
だ
し
て

い
る
。
し
か
し
、
土
地
項
目
と
い
う
こ
と
が
登
場
し
て
い
る
限
り
、
本
件

土
地
に
関
す
る
X
会
社
の
土
地
貸
借
に
か
ら
む
何
ん
ら
か
の
権
利
の
経
済

的
評
価
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
も
解
し
得
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
つ

き
、
も
っ
と
明
解
な
説
明
が
あ
れ
ば
事
実
関
係
が
よ
り
は
っ
き
り
明
確
化

し
、
純
資
産
額
の
意
味
の
と
り
か
た
に
も
影
響
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。

（
昭
和
六
二
年
七
月
一
日
）

加
藤
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